
令和 4 年度 

赤い羽根共同募金の配分申請から配分決定までの流れ 

 

申請施設・団体等                 共同募金会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配 分 申 請 

締切：令和 4 年５月 27 日（金） 

7 月：配分委員会 

募金目標額・配分計画策定 

8 月：理事会・評議員会 

募金目標額・配分計画承認 

10 月 1 日～ 

共同募金運動開始 

２月：募金実績額確定 

３月：配分委員会・理事会・評議員会 

募金実績・配分計画（見直し）承認 

4 月：配分決定通知交付式 

（赤い羽根のつどい式典において開催） 

４月：配分決定通知受領 

配分決定後に事業を実施する 

※配分申請後、翌年２月中旬までに申

請した事業内容等の変更・中止がある

場合は、速やかに連絡してください。 

・配分決定後の流れについては、配分決定通知交付と併せて説明いたします。 

・申請件数並びに最終的な募金実績額によっては、申請どおりに配分できない場合（減額また

は申請の不承認）がありますので、ご留意のうえ申請をお願いいたします。 

 

※共同募金は、申請年度の翌年度に配

分が決定されますので、事業は翌年度

実施分が対象となります。 

 見積書等を取られる場合は、有効期

間が 1年以上であることをあらかじめ

業者にお知らせください。 


